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第１部 陸上交通の安全 

第１章 道路交通の安全 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．道路交通の安全についての目標 

① 平成 32 年までに 24 時間死者数を 2,500 人(※)以

下とし，世界一安全な道路交通を実現する。 

（※この 2,500 人に平成 27 年中の 24 時間死者数と 30

日以内死者数の比率を乗ずるとおおむね 3,000人）【Ｐ】 

② 平成 32 年までに死傷者数を 50万人以下にする。 
 

１．道路交通事故のない社会を目指して 
○ 人命尊重の理念に基づき，究極的には，交

通事故のない社会を目指す。 
○ 今後は，死者数の一層の減少に取り組むこ

とはもちろんのこと，事故そのものの減少に

ついても積極的に取り組む必要がある。 
 

３．道路交通の安全についての対策 

 ＜視点＞ 

    １ 交通事故による被害を減らすために重点的に対応すべき対象 

① 高齢者及び子供の安全確保  

② 歩行者及び自転車の安全確保  

③ 生活道路における安全確保 

２ 交通事故が起きにくい環境をつくるために留意すべき事項 

① 交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 

② 地域ぐるみの交通安全対策の推進 

③ 先端技術の活用推進 

 

 
＜８つの柱＞ 

① 道路交通環境の整備    ⑤ 道路交通秩序の維持 
② 交通安全思想の普及徹底  ⑥ 救助・救急活動の充実 
③ 安全運転の確保      ⑦ 被害者支援の充実と推進  
④ 車両の安全性の確保    ⑧ 研究開発及び調査研究の推進 
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第１節 道路交通事故のない社会を目指して 

  

安全で安心な社会を実現させ，高齢者，障害者等を含む全ての人々が，相互理解と思

いやりをもって行動する共生の交通社会の形成を図ることが必要である。 

平成 26 年度に実施した交通安全に関する国民の意識調査（交通安全意識等に関する

アンケート調査）によると，交通事故について、国民の 9 割近くの人が,道路交通事故

をゼロにすべき，あるいは，大幅に減少させるべきと考えている（図１）。 

 

 

 

我々は，人命尊重の理念に基づき，究極的には，交通事故のない社会を目指すべきで

ある。このような国民意識を踏まえると，積極的に交通安全対策を実施することにより，

交通事故を減少させることができるのではないかと考える。 

また，交通情勢がより悪化する方向に向かっていると回答した者の割合は，前回調査

時（平成 21 年度：３割強）より高く４割弱となっている（図２）。このことは,飲酒運

転によるひき逃げ死傷事件の発生など、大きな社会問題となる悪質な交通事故が未だ発

生していることなどが、このような国民意識につながっているものと推測できる。 

今後とも，交通事故死者数の一層の減少に取り組むことはもちろんのこと，事故その

ものの減少についても積極的に取り組む必要があり、特に、依然として多く発生してい

る安全運転義務違反に起因する事故の抑止を図っていく必要がある。このためにも、ワ

ークライフバランスを含む生活面や環境面などあらゆる観点を踏まえた総合的な交通

安全対策を推進することにより、交通事故が起きにくい環境をつくっていくことが重要

である。 

その際，道路上における危険性は，道路以外における危険性の約 2.2 倍と高いこと（参

考１）や，道路交通事故による経済的損失が少なくとも年間 6兆 3,340億円（国内総生

産の約 1.3％）に達していること（参考２）をも念頭に置きつつ，交通社会に参加する

全ての国民が交通安全に留意するとともに，より一層交通安全対策を充実していくこと

が必要である。 

特に，我が国では，欧米諸国と比較して，交通事故死者数に占める歩行者の割合が高

くなっており，人優先の交通安全思想の下，歩道の整備等により歩行者の安全確保を図

ることが重要である。 

注 １ 内閣府調べ。 

 ２ 対象は全国の 16 歳以上の男女（標本数：３０００サンプル）。 


